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第２章 基本的な考え方 

 

 国土強靱化の取組みについて 

平成２３（２０１１）年３月に発生した東日本大震災では、それまでの知見を

はるかに超える被害が発生し、地震災害等に対する、わが国の社会システムがま

だまだ脆弱であることが明らかとなった。 

また、近年、全国的に１時間降水量５０mm 以上（非常に激しい雨）や、８０mm

以上（猛烈な雨）の短時間強雨の観測頻度が増加しており、計画対象降雨を上回

る豪雨により、甚大な浸水被害や、山間部における土砂災害が発生するなど、気

候変動に伴う災害リスクの増大が危惧されている。 

国は、平成２５（２０１３）年１２月、大規模自然災害等から国民の生命、身

体及び財産を保護し、並びに国民生活及び国民経済を守るとして基本法を公布・

施行、平成２６（２０１４）年６月には、基本法に基づく国基本計画が閣議決定

された。 

これを受けて、大阪府は、平成２８（２０１６）年３月に府地域計画を策定し

た。 

そして、国は、平成３０（２０１８）年１２月に、平成２８（２０１６）年熊

本地震をはじめ、その後に発生した災害の教訓などを踏まえ、国基本計画の改訂

を行った。あわせて、人命を守り、電力、水道など重要インフラ等の機能維持を

図るため、「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」を行うこととし

た。 

さらに、国は、令和元（２０１９）年８月、国土強靱化地域計画に基づき、地

方自治体が実施する補助金・交付金事業に対して、予算配分を重点化することと

し、地方自治体に国土強靱化地域計画の早期策定を促し、国土強靱化の取組みを

一層推進していくことを示した。 

大阪府は、国基本計画の改訂、大阪府北部を震源とする地震や平成３０（２０

１８）年台風第２１号などの災害の教訓等を踏まえて、令和２（２０２０）年３

月、府地域計画の見直しを行った。 

 

  



10 

 

 市が取り組む意義  

市は、大規模な自然災害が発生しても「致命的な被害を負わないだけの強さ」

と、被災後も「速やかに回復するしなやかさ」をもった「強靭な地域」の創出を

市民と行政が手を携え具現化できるよう、国基本計画や府地域計画の改訂、過去

の災害による教訓を踏まえて、「四條畷市国土強靭化地域計画（以下「本計画」

という。）」として策定する。 

また、本計画を踏まえ、各部局において関連計画に基づき、個別の取組みを進

めることで、市域の強靱化を図るものである。 

 

 計画の位置づけと期間 

（１） 計画の位置づけ 

本計画は、基本法第１３条の規定に基づく国土強靱化地域計画として、国基

本計画及び府地域計画との調和を保ちつつ、市の総合的な指針となる「第６次

四條畷市総合計画」とも整合を図り、本市における国土強靱化に関する施策を

総合的かつ計画的に推進するための指針とする。 
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第６次四條畷市総合計画 

整合 

四條畷市国土強靱化地域計画 

指針 

・各種分野別計画 

（四條畷市地域防災計画／

四條畷市住宅・建築物耐

震改修促進計画など） 

国 大阪府 

整合 
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調和 

・四條畷市都市計画に関
する基本的な方針（四
條畷市都市計画マスター
プラン） 

・四條畷市公共施設等総合
管理計画 

相互補完 
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（２） 計画期間と計画の見直し 

本計画の計画期間は、令和３（２０２１）年度から令和１２（２０３０）年

度までの１０年間とし、概ね中間にあたる令和８（２０２６）年度に各種施策

や事業等の進捗について検証を行う。 

また、本計画は、市内外における社会経済情勢の変化や、国、大阪府の国土

強靱化施策の推進状況等を勘案して、計画期間中であっても必要に応じて見直

しを行う。 

 

（３） 施策の推進とＰＤＣＡサイクル 

限られた資源で効率的・効果的に強靱化の取組みを進めるためには、施策の

優先度を考慮しながら進める必要がある。 

本計画に位置づける個別の施策の推進は、基本目標を踏まえ、それぞれ関連

付けられる計画に基づき、優先度を考慮し進めていく。 

個別施策の進捗管理については、基本的にはそれぞれ関連付けられる個別計

画において評価等を行うこととし、本計画では、今後の社会経済情勢等の変化

や新たに実施すべき事業が出てきた場合など、必要に応じて概括的な評価を行

うことにより、進捗管理を行っていく。 

なお、強靱化に関連する他の計画を見直しする際には、本計画との整合性に 

ついて留意するものとする。 

 
ＰＬＡＮ 

①地域を強靱化する上での事前に備えるべ

き目標の明確化 

②起きてはならない最悪の事態（リスクシ

ナリオ）の設定 

③脆弱ポイントの分析・評価・検証 

④リスクに対する取組み、対応方策の検討 

⑤対応方策について重点化、優先順位付け 

ＡＣＴＩＯＮ 

①施策の見直し、改善 

②重点施策の見直し 

③新たな施策の展開 

ＤＯ 

総合的かつ計画的に実施 

 

 

ＣＨＥＣＫ 

①結果の評価 

②関連施策の進捗状況を管理 

ＰＤＣＡサイクル

による 

継続的改善 
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 基本的な方針 

（１） めざすべきまちの姿 

本計画においては、市域の強靱化を図る観点から、めざすべき将来像を次の

ように定める。 

～ 安心、安全に暮らせる   つよく・しなやかなまち 四條畷 ～ 

 

（２） 基本目標 

本計画の基本目標は、国基本計画及び府地域計画を踏まえて、次のように定

める。 

Ⅰ 人命の保護が最大限図られること 

Ⅱ 市域の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

Ⅲ 市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化（減災・縮災）を図ること 

Ⅳ 迅速な復旧・復興を図ること 

 

（３） 対象とする災害（リスク） 

本市が対象とする災害（リスク）は、市民生活・市経済に甚大な影響を及ぼ

すリスクとして自然災害のほかに大規模事故等によるものが想定されるが、府

地域計画と同様に、南海トラフ地震の発生が危惧されていること、また、近

年、台風に伴う大雨等による被害が甚大化する傾向となってきていること等を

踏まえ、対象とする災害（リスク）を大規模自然災害〔地震、風水害（台風、

豪雨、土砂災害等）〕とし、この災害（リスク）により「起きてはならない最

悪の事態（リスクシナリオ）」を設定する。 

 

（４） 事前に備えるべき目標 

大規模自然災害の発生を想定して、基本目標を具体化した８の「事前に備え

るべき目標」は、国基本計画及び府地域計画を踏まえ、次のように設定する。 
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１．直接死を最大限防ぐ 

２．救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難

生活環境を確実に確保する 

３．必要不可欠な行政機能は確保する 

４．必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する 

５．経済活動を機能不全に陥らせない 

６．ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に

留めるとともに、早期に復旧させる 

７．制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

８．地域社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


